
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器口部外周にネジを刻設した容器と、容器口部上端に被嵌され、上面に注出筒を設け
た中栓と、容器口部外周に螺合され、頂壁内面に注出口を閉じる密封リングを設けたキャ
ップとからなる内容液注出容器において、
　容器口部外周に刻設したネジの上始端部に、所定の傾斜角を有する立上がり部を形成し
、キャップの嵌着筒内周に刻設したネジの上終端部に、前記立上がり部と接合する傾斜面
を形成し
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内容液注出容器、とくにネジ式キャップによって被嵌した注出容器において、
キャップ締着時の位置決めをネジ端に配設したストッパ部により位置決めするようにした
キャップを備えた内容液注出容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
容器の口部に注出筒を立設した中栓を嵌着し、その上をキャップで覆うように被嵌した内
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ストッパ部とし、
中栓の注出筒外側に、外方に突出する膨出部を設けた係止リングを立設し、

　キャップの頂壁内面の密封リングの外側に、前記膨出部に係合し、内方に突出する膨出
部を設けた係止リングを垂設したことを特徴とする内容液注出容器。



容液注出容器は従来より周知であり、キャップの位置決めについても多くの提案がなされ
ている。
その一例として、図９に示すような容器が提案されている。
図において、Ａ１は容器であり、容器口部４０には、嵌合突条４１とネジ４２が設けられ
ている。
容器口部４０の下端には、拡径部４３が設けられ、その外周の円周上の所定位置にストッ
パ用突起４４が設けられている。
【０００３】
Ｂ１は中栓であり、前記容器口部４０に被嵌される嵌着筒４５と上壁４６、および容器口
部４０内周に嵌合される嵌合筒４７とを具えており、嵌着筒４５の内周には、嵌合突条４
１に係合する嵌合突条４８が設けられている。
上壁４６の上面中央には、注出筒４９が立設され、その内周は注出孔５０となっている。
【０００４】
Ｃ１はキャップであり、キャップＣ１の嵌着筒５１には、その内周に容器口部４０のネジ
４２に螺合するネジ５２が刻設されており、その外周の円周上の所定位置に、嵌着筒５１
の上端から下端に延び、さらに下端より下方に延びる係止リブ５３が設けられている。
頂壁５４下面には、螺合締着時に中栓Ｂ１の注出筒４９内周に嵌合し注出孔５０を密封す
る密封リング５５と、中栓Ｂ１の上壁４６に接合する係合リング５６が設けられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記容器は、締着時におけるキャップＣ１の上下方向の位置決めを、係止リブ５３をスト
ッバ用突起４４に衝接させ、キャップＣ１の位置決め方向を円周方向にすることによって
、従来の単に上下方向に位置決めするもの、例えば図９の係合リング５６を中栓Ｂ１の上
壁４６に衝接させて位置決めするようにしたものに対して、キャップＣ１の位置決め精度
を一層高くしたものである。
【０００６】
しかしながら、上記容器では、容器口部４０の下方に拡径部４３を形成し、該拡径部４３
にストッパ用突条４４を設け、係止リブ５３をキャップＢ１の嵌着筒４５の下端より下方
に延びるようにしているので、容器口部の高さ方向の寸法が大きくなり、また、キャップ
の高さも大きくならざるを得ないという問題があった。
また、キャップの締着時に、従来のキャップのようなフィニッシュ感がでないという問題
があり、使用者にとってはキャップが完全に閉められたか否かが分からず不安感が残され
るという問題が生じてきた。
【０００７】
本発明は、上記の問題点を考慮して、キャップの位置決め方向を円周方向として位置決め
精度をあげるとともにキャップの高さを低くし、従来の容器と同様のフィニッシュ感を与
えるようにすることを技術的課題とし、新規な内容液注出容器を提供することを目的とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記の技術的課題の一つであるキャップの位置決め精度をあげるために、容
器口部外周にネジを設けた容器と、容器口部上端に被嵌され、上面に注出筒を設けた中栓
と、容器口部外周に螺合され、頂壁内面に注出口を閉じる密封リングを設けたキャップと
からなる内容液注出容器において、容器口部外周に刻設したネジの上始端部に、所定の傾
斜角を有する立上がり部を形成し、キャップ嵌着筒内周に刻設したネジの上終端部に、ネ
ジ溝の底面から起立し前記立上がり部と接合する傾斜面を形成し
【０００９】
　さらにフィニッシュ感を付与するために、上記内容液注出容器において、中栓の注出筒
外側に、外方に突出する膨出部を設けた係止リングを立設し、

前記膨出部に係合し、内方に突出する膨出部を設けた係止リングを垂設
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ストッパ部とする。

キャップの頂壁内面の密封
リングの外側に、



したことを特徴とする構成を採用する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
本発明は、ガラスまたは合成樹脂によって成形された容器Ａ、合成樹脂によって成形され
た中栓ＢおよびキャップＣとから構成される。
図１，２に示すように、容器Ａの容器口部１外周には、ネジ２と保持突条３が設けられて
おり、口部上端は、縮径口部４とされその外周に嵌合突条５が設けられている。
前記ネジ２の上部始端のネジ切り始め部分には、６０度ないし９０度近くの傾斜角をもっ
た立上がり部６が形成されている。
【００１１】
図３，４に示すように、中栓Ｂは、前記容器口部１に被嵌する嵌着筒１０と上壁１１、お
よび容器口部１内周に嵌合される嵌合筒１２とを具えており、嵌着筒１０の内周は、嵌合
突条５に係合する嵌合面１３となっており、その下端には嵌合突条１４が設けられている
。
上壁１１の上面中央には、注出筒１５が立設され、その内周は注出孔１６となっている。
注出筒１５の外側には、係止リング１７が立設されており、その上端外周には、外方に突
出する膨出部１８が設けられている。
【００１２】
図５，６に示すように、キャップＣは、頂壁２０と側筒壁２１とを備えており、側筒壁２
１の内側には、嵌着筒２２が設けられている。
嵌着筒２２の内周２３には、その中間部より下方に容器口部１のネジ２に螺合するネジ２
４が刻設されており、内周２３下端部はネジ溝２４ａと同径の拡径段部２５となっている
。
ネジ２４の上終端部には、ネジ溝２４ａ終端底面から起立し前記容器口部１のネジ２の立
上がり部６と接合する傾斜面２６が形成されており、該傾斜面２６は、ストッパ部２７と
なっている。
【００１３】
嵌着筒２２に囲まれた頂壁内面２８には、その中央部に前記注出筒１５の内周に嵌着され
る密封リング２９が垂設され、該密封リング２９を囲んで、係止リング３０が垂設されて
いる。
係止リング３０内周には、内方に突出する膨出部３１が設けられている。
【００１４】
次に、上記構成による作用効果について、図７，８を参照して説明する。
中栓Ｂは、打栓によって容器Ａの容器口部１上端に被嵌されるが、その際、中栓Ｂの嵌着
筒１０内周の嵌合面１３が容器口部１の嵌合突条５に嵌合され、嵌合突条１４は嵌合突条
５の下面に係合し、嵌合突条５と嵌着筒１０内周，嵌合筒１２と容器口部１内周とは一定
の締め代をもって嵌着される。
【００１５】
キャップＣは、螺合により容器口部１に締着されるが、締着にあたってキャップＣを回し
ていくと、締着時には、キャップＣのストッパ部２７の傾斜面２６が容器口部１のネジ２
の立上がり部６に衝接してキャップＣが位置決めされ、その際、密封リング２９が中栓Ｂ
の注出孔１６を一定の締め代をもって密封する。
【００１６】
キャップＣの下降に際して、キャップＣの係止リング３０の膨出部３１が、中栓Ｂに立設
した係止リング１７の膨出部１８を乗り越えて下降し、キャップ締着時には、膨出部３１
は中栓Ｂの膨出部１８の下側に係合する。
キャップが下降し、相互の膨出部１８，３１が接合すると、キャップの回動に抵抗感が生
じ、膨出部３１が膨出部１８を乗り越えるときには、抵抗感は最大に高まる。
締着直前には、抵抗は弱まるので、使用者は抵抗感の変化によってキャップが完全に締着
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したか否かを感じとることができる。
【００１７】
【発明の効果】
本発明は、上記のように構成されているから、次の効果を奏する。
キャップの位置決めを、容器口部に刻設したネジの上始端部の立上がり部と、キャップの
ネジの上終端部に形成した傾斜面の衝接により位置決めしているので、位置決めがネジの
円周方向となり、ネジの軸線方向の位置決めよりも微細に位置決め位置を設定することが
でき、位置決め精度をあげることができるようになった。
また、ストッパ部は、それぞれのネジの始端、終端との間に形成されているだけであるの
で、ネジ自体は従来のものでよく、キャップの高さもとくに変えることなく、より低く設
定することもできる。
【００１８】
中栓とキャップに膨出部を設けた係止リングを設けているので、キャップ締着時に使用者
にフィニッシュ感を与えることができ、不安感を解消することができる。
係止リングの成形も、その作用がフィニッシュ感を出すだけであるので、寸法精度を高く
する必要はなく、膨出部は、アンダーカットとして成形できるので、係止リングの成形が
容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の容器口部の縦断面図である。
【図２】容器の平面図である。
【図３】中栓の平面図である。
【図４】中栓の一部断面正面図である。
【図５】　キャップの一部断面正面図である。
【図６】キャップの底面図である。
【図７】容器，中栓，キャップの組立断面図である。
【図８】容器口部のネジ上始端部とストッパ部との関係を示す説明図である。
【図９】　従来の容器を示す組立断面図である。
【符号の説明】
Ａ，Ａ１　　　容器
Ｂ，Ｂ１　　　中栓
Ｃ，Ｃ１　　　キャップ
１，４０　　　容器口部
２，４２　　　ネジ
６　　　　　　立上がり部
１５，４９　　　注出筒
１６，５０　　　注出孔
１７，３０　　　係止リング
１８，３１　　　膨出部
２４，５２　　　ネジ
２４ａ　　　　　ネジ溝
２６　　　　　　傾斜面
２７　　　　　　ストッパ部
２９，５５　　　密封リング
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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